
1 

公
布
さ
れ
た
規
則
の
あ
ら
ま
し 

○
佐
賀
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
（
規
則 

第
二
二
号
） 

佐
賀
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
二
年
四
月

一
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
三
号
） 

１ 

指
定
管
理
者
の
管
理
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

２ 

公
園
内
行
為
許
可
申
請
書
等
に
お
い
て
、
申
請
者
が
暴
力
団
等
で
な
い
こ
と
を
誓
約

さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
（
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
四
号
～
様
式
第
七
号
関
係
） 

３ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

４ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

５ 

佐
賀
県
立
都
市
公
園
利
用
規
則
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第

二
四
号
） 

１ 

基
幹
水
利
施
設
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
に
係
る
分
担
金
の
率
を
定
め
る
こ
と
と

し
た
。
（
別
表
第
一
関
係
） 

２ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
五
号
） 

１ 

有
料
駐
車
場
の
使
用
料
の
月
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
第
三
関
係
） 

２ 

請
書
の
様
式
に
つ
い
て
、
退
去
時
の
修
繕
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
定
め
る
等
所
要
の
改

正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
様
式
第
四
号
関
係
） 

３ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
国
有
財
産
法
に
基
づ
く
一
般
海
域
の
使
用
又
は
収
益
の
許
可
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
六
号
） 



2 

１ 

海
岸
保
全
区
域
等
の
水
面
下
の
土
地
の
占
用
に
つ
い
て
、
国
有
財
産
法
第
一
八
条
第
六

項
の
規
定
に
基
づ
く
占
用
許
可
の
対
象
に
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（
第
二
条
関
係
） 

２ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

   


